
証券コード　9444
2020年７月14日

株 主 各 位
名古屋市中区栄三丁目４番 2 1号

株式会社トーシンホールディングス

代表取締役社長 石 田 信 文

第34期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第34期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、株主様には可能な
限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。お手数ながら後記の株
主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、2020年７月28日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送
くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年７月29日(水曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市中区錦三丁目23番３号

名古屋国際ホテル　紅梅の間
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。 )

お土産の配布を取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第34期（2019年５月１日から2020年４月30日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第34期（2019年５月１日から2020年４月30日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 　取締役６名選任の件
第２号議案 　監査役２名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.toshin-group.com）において、修正後の事項を掲載させていただき
ます。
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〈ご来場される株主さまへのお願い〉

・ご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策へのご配慮をお願い申し上げま

す。

・株主総会会場において、感染拡大防止のための必要な対応（入場者数制限のため入場をお断り

する場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主さまにご入場をお断りすることや退場を

お願いすること等）を講じる場合がありますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げ

ます。

〈当社の対応について〉

・感染拡大防止のため、会場内は座席数の間隔を広げ、着席可能な座席数を大幅に減らして運営

を行います。

・当社株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。

・アルコール消毒液を設置いたします。手指のアルコール消毒にご協力ください。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（ 2019年５月１日から
2020年４月30日まで ）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（2019年５月１日から2020年４月30日まで）におけるわ

が国経済は、政府による各種政策や日本銀行による金融緩和政策を背景に

企業業績や雇用・所得環境に改善がみられるなど、景気は緩やかな回復基

調で推移しておりました。しかしながら、長引く米中貿易摩擦や英国のEU

離脱問題といった海外要因、2020年２月頃より新型コロナウイルス感染症

の拡大による経済活動の停滞懸念などにより、先行き不透明な状況が続い

ております。このような経済状況の中、当社グループにおきましては、携

帯ショップの移転改装、テナントビル及びマンションの稼働率強化、ゴル

フ場及びゴルフ練習場でのイベントを開催するなど、売上及び収益確保に

務めてまいりました。

　当連結会計年度の連結経営成績は、売上高213億25百万円（前期比12.5％

減）、営業利益２億68百万円（前期比24.2％減）、経常利益２億１百万円

（前期比33.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益１億87百万円（前

期比41.9％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

移動体通信関連事業

　携帯電話業界におきましては、2019年10月の電気通信事業法改正に伴い、

端末代金と通信料金の完全分離が行われ、通信事業者によるシンプルでわ

かりやすい料金プランの提供が始まりました。一方で、携帯電話の販売代

理店の不適切な販売等を是正するための届け出制度の導入や、通信事業者

による店舗評価制度の見直しや変更が行われ、販売代理店における競争激

化が続いております。
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　このような環境の中、当社グループは、ソフトバンクショップのデュア

ルショップへの改装やauショップの移転を行いました。さらに外販及び店

舗でのイベント開催に注力し、店舗近隣への営業活動による集客増加に努

めました。また、Web来店予約の利用を促進することにより顧客満足度の向

上にも努めました。

　当連結会計年度における売上高は194億18百万円、セグメント利益は２億

36百万円となりました。

不動産事業

　不動産事業におきましては、消費税増税の影響も少なく、市場は底堅く

推移しており、需要は概ね堅調に推移しております。当社グループにおき

ましては、テナントビル及びマンションの入居率を高めるとともに市場の

変化を敏感に読み取りながら、新規マンション等の建設計画を進めており

ます。

　当連結会計年度における売上高は５億66百万円、セグメント利益は２億

８百万円となりました。

リゾート事業

　リゾート事業におきましては、近年の異常気象や自然災害などのリスク

もあり厳しい経営環境が続いております。さらに、新型コロナウイルス感

染症拡大に伴うレジャー活動の自粛が影響し、ゴルフ場業界を取り巻く環

境も厳しさを増しています。

　このような環境の中、夏の猛暑による芝の乾燥被害に伴い、フェアフェ

イの芝の張り替え改修工事を実施いたしました。また、2020年3月以降は新

型コロナウイルス対策をしながらゴルファーの快適なプレー環境をサポー

トすることに努めました。

　　　　当連結会計年度における売上高は13億２百万円、セグメント利益は23百

　　　万円となりました。

その他

　飲料水の販売やゴルフレッスン施設「ゴルフリークス」の運営、太陽光

発電事業、ふるさと納税における返礼品の提供を行っております。

セグメント売上高

区分 売上高 構成比

移 動 体 通 信 関 連 事 業 19,418,642千円 91.1％

不 動 産 事 業 566,866千円 2.7％

リ ゾ ー ト 事 業 1,302,457千円 6.1％

そ の 他 38,024千円 0.1％

合 計 21,325,991千円 100.0％
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は、35億82

百万円で、その主なものは次のとおりであります。

　　　・移動体通信関連事業

　　　・不動産事業

　　　・リゾート事業

auショップ イオンタウン千種（名古屋市千種区）、

auショップ ららぽーと沼津（静岡県沼津市）、

SoftBankショップ イオンタウン千種（名古屋市千

種区）、SoftBankショップ 桑名サンシパーク（三

重県桑名市）等の移転・改装費用

さくらHills NISHIKI Platinum Residence 竣工

（名古屋市中区）

リバーデールゴルフクラブ　運営（愛知県春日井

市）

　　③　資金調達の状況

　当連結会計年度は、自己資金及び金融機関からの借入金により所要資金

を賄いました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 31 期

2017年４月期
第 32 期

2018年４月期
第 33 期

2019年４月期

第 34 期
(当連結会計年度)

2020年４月期

売 上 高(千円) 26,224,089 26,681,565 24,363,066 21,325,991

経 常 利 益(千円) 388,119 382,134 302,817 201,459

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円) 251,659 142,912 132,070 187,372

１株当たり当期純利益 39円81銭 22円51銭 20円67銭 29円22銭

総 資 産(千円) 18,290,343 18,961,973 19,787,460 21,805,880

純 資 産(千円) 3,405,052 3,453,761 3,478,110 3,499,557

１株当たり純資産額 524円13銭 528円56銭 529円56銭 538円74銭

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発

行済株式総数に基づき算出しております。なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり純

資産額の算出については、自己株式を控除して算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

  　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

トーシンリゾート株式会社 100,000 100  ゴルフ場の運営管理

トーシンコーポレーション株式会社 10,000 90  不動産関連事業

株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル 10,000 100  移動体通信関連事業

株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽
部

10,000
100
(100)

 ゴルフ場の運営管理

注）１.「当社の議決権比率」の欄の（ ）内は間接所有割合を内書きで記載しております。

２.当社連結子会社（トーシンリゾート株式会社）が株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

の発行済株式の100％を取得したため、同社を連結子会社としました。

(4) 対処すべき課題

　移動体通信市場の成熟化及び競争激化が続いており、不動産事業やリゾー

ト事業などの多角化により当社グループのさらなる成長に取り組んでまいり

ます。

①　移動体通信関連事業は、お客様第一主義のもと、ソフトバンクショップ、

ａｕショップ、ワイモバイルショップ及びＵＱスポットの「専売店（キャ

リアショップ）」を中心に出店や新築・改装を進めてまいります。売場環

境の整備及びお客様のニーズに柔軟に対応でき、顧客満足を得られる接客

技術の向上に取り組んでまいります。

②　不動産事業におきましては、賃貸ビル及び賃貸マンションの効率運営に

より、安定した収益確保を目指してまいります。

③　ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営管理等のリゾート事業におきましては、

複数のゴルフ場及びゴルフ練習場をオペレーションすることで、ノウハウ

の蓄積に努めております。集客力の向上や運営の効率化を図る体制を整え、

経営効率を高めるとともに施設整備を行い、魅力的なサービスを提供し、

売上・利益の拡大を図ってまいります。

④　人材の確保・開発につきましては、新卒採用のほか、キャリア採用によ

る即戦力補充に努めております。また独自の階層別研修のほか、研修業者

による接遇訓練やマナー研修を採り入れながら、従業員の資質向上に努め

ております。当社では実力主義に基づく評価制度の浸透で、活力ある企業

集団づくりを目指しております。
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⑤　新型コロナウイルス感染症に関する情報収集及び対応を行い、その影響

の最小化に努めて参ります。

(5) 主要な事業内容（2020年４月30日現在）

　当社グループは、移動体通信機器の販売を主たる業務とする移動体通信関

連事業、賃貸ビル・賃貸マンションの不動産賃貸を主たる業務とする不動産

事業、ゴルフ場・ゴルフ練習場の運営を主たる業務とするリゾート事業を展

開しております。

(6) 主要な事業所（2020年４月30日現在）

　  当社の主要な事業所

本社 名古屋市中区

子会社　４社

　株式会社トーシンモバイル

　　　　　　　名古屋市中区

　営業店舗

［ソフトバンクショップ　　30店舗（直営店9店舗　代理店21店舗）］

愛知県　16店、静岡県　８店、岐阜県　４店、三重県　２店

［auショップ　　　　　　　25店舗（直営店11店舗　代理店14店舗）］

愛知県　16店、静岡県　３店、岐阜県　３店、東京都　１店、

長野県　１店、三重県　１店

［ワイモバイルショップ　　１店舗（代理店１店舗）］

静岡県　１店

［ＵＱスポット        　　２店舗（直営店１店舗　代理店１店舗）］

愛知県　２店

トーシンリゾート株式会社

　　　　　　名古屋市中区

［ゴルフ場　　３コース］

岐阜県加茂郡富加町　　TOSHIN Golf Club Central Course

岐阜県関市武芸川町　　TOSHIN さくら Hills Golf Club

三重県津市美里町　　　TOSHIN Princeville Golf Course

       [ゴルフ練習場]

愛知県春日井市出川町　リバーデールゴルフクラブ

トーシンコーポレーション株式会社

　　　　　　名古屋市中区

株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

　　　　　　愛知県田原市
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　(7) 従業員の状況（2020年４月30日現在）

事業部門 従業員数 前連結会計年度末比増減

移 動 体 通 信 関 連 事 業 109名 10名減

リ ゾ ー ト 事 業 56名 6名増

不 動 産 事 業 3名 －

そ の 他 3名 －

本 社 29名 3名減

合計 200名 7名減

（注）従業員数にはパートタイマー、契約社員、派遣社員は含まれておりません。

　(8) 主要な借入先の状況 （2020年４月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 4,192百万円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 1,745

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,558

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,157

株 式 会 社 十 六 銀 行 1,010
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２．会社の現況

　(1) 株式の状況（2020年４月30日現在）

①　発行可能株式総数 25,500,000株

②　発行済株式の総数 6,481,200株

③　株主数 10,182名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ジ ェ ッ ト 2,172,400株 33.88％

石 田 信 文 382,000 5.96

石 　 田 　 ゆ か り 274,200 4.28

山 田 正 義 267,000 4.16

ト ー シ ン グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 207,789 3.24

ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 144,000 2.25

山 田 月 子 80,000 1.25

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 72,000 1.12

株 式 会 社 オ ー レ ン ジ 43,350 0.68

有 限 会 社 三 光 社 43,200 0.67

（注）１．当社は、自己株式69,541株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　　　２．持株比率は自己株式（69,541株）を控除して計算しております。

⑤　その他株式に関する重要な事項

  該当事項はありません。
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　(2) 新株予約権等の状況

　　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と

して交付された新株予約権

第５回新株予約権 第６回新株予約権

発行決議日 2015年８月10日 2016年８月８日

新株予約権の数 1,566個 4,129個

新株予約権の

目的となる株式

の種類と数

普通株式156,600株

　　（新株予約権

１個につき100株）

普通株式412,900株

　　（新株予約権

１個につき100株）

新株予約権の

行使時の払込金額
615円 569円

権利行使期間
2017年８月18日から

2020年８月17日まで

2018年８月16日から

2021年７月31日まで

行使の条件 注１～２ 注１～２

役員の

保 有

状 況

取締役

(社外取

締 役 を

除く)

新株予約権の数　

　　　1,566個

新株予約権の数　

　　　4,129個

目的となる株式数 

　　156,600株

目的となる株式数 

　　412,900株

保有者数　　　　

　　　　　５人

保有者数　　　　

　　　　　５人

社外

取締役

新株予約権の数　

　　　　　　－

新株予約権の数　

　　　　　　－

目的となる株式数

　　　　　　－

目的となる株式数

　　　　　　－

保有者数　　　　

　　　　　　－

保有者数　　　　

　　　　　　－

監査役

新株予約権の数　

　　　　　　－

新株予約権の数　

　　　　　　－

目的となる株式数

　　　　　　－

目的となる株式数

　　　　　　－

保有者数　　　　

　　　　　　－

保有者数　　　　

　　　　　　－

（注）１．新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の取締役であることを要しており

ます。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限

りではありません。

２．新株予約権を受けた者が死亡した場合は、その相続人による権利行使は認めておりま

せん。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2020年４月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 石 田 信 文

ト ー シ ン リ ゾ ー ト 株 式 会 社 　 代 表 取 締 役 会 長

トーシンコーポレーション株式会社  代表取締役社長

株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル 　 代 表 取 締 役 社 長

株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　代表取締役会長

取 締 役 石 　 田 　 ゆ か り 管 理 部 部 長

取 締 役 中 根 秀 平

営 業 部 統 括 部 長 兼 営 業 企 画 部 部 長

トーシンリゾート株式会社　取締役社長

トーシンコーポレーション株式会社  取締役

株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル 　 取 締 役

株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　取締役社長

取 締 役
旭 萌 々 子
(戸籍上氏名 田中萌々子)

社長室長兼管理部部長（総務人事担当)

ト ー シ ン リ ゾ ー ト 株 式 会 社 　 取 締 役

トーシンコーポレーション株式会社　監査役

株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル 　 取 締 役

取 締 役 由 比 藤 一 真

 管 理 部 部 長 （ 経 理 財 務 担 当 ）

トーシンリゾート株式会社　監査役

株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル 　 監 査 役

トーシンコーポレーション株式会社  取締役

株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　監査役

取 締 役 阿 曽 克 彦

監 査 役
（ 常 　  勤 ）

小 林 修 一
コ バ ヤ シ ア ー キ テ ッ ク 　 代 表

ト ー シ ン リ ゾ ー ト 株 式 会 社 　 監 査 役

監 査 役 鈴 木 真 司 鈴 木 真 司 法 律 事 務 所 　 所 長

監 査 役 加 藤 悦 生 株式会社日本アドシステム　代表取締役

（注）１．取締役阿曽克彦氏は、社外取締役であります。

２．取締役阿曽克彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。

　　　３．監査役鈴木真司氏及び監査役加藤悦生氏は、社外監査役であります。

４．監査役鈴木真司氏は、弁護士の資格を有しており、東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う  ち  社  外  取  締  役）

7名
(1)

126百万円
(1)

監 査 役
（う  ち  社  外   監  査  役）

4
(3)

3
(1)

合 計 11 129

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、1996年２月28日開催の定時株主総会において年額400百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、1996年２月28日開催の定時株主総会において年額40百万円以

内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

１.監査役鈴木真司氏は、鈴木真司法律事務所の所長であります。兼職先と当社との間

には、特別な関係はありません。

２.監査役加藤悦生氏は、株式会社日本アドシステムの代表取締役であります。兼職先

と当社との間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（13回開催） 監査役会（13回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 阿 曽 克 彦 13回 100.0％ - -

監 査 役 鈴 木 真 司 13回 100.0％ 13回 100.0％

監 査 役 加 藤 悦 生 10回 100.0％ 10回 100.0％

（注）監査役加藤悦生氏は、2019年7月31日開催の第33期定時株主総会において補欠監

査役に選任されたため、取締役会及び監査役会の開催回数が他の社外監査役とは異

なります。
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・取締役会及び監査役会における発言状況

　　取締役阿曽克彦氏は、取締役会において、主に企業経営の豊富な経験と実績、見

識から発言を行っております。

　　監査役鈴木真司氏は、取締役会及び監査役会において、主に弁護士としての専門

的見地から発言を行っております。

　監査役加藤悦生氏は、2019年7月31日就任以降、当事業年度に開催された取締役会

及び監査役会において、主に企業経営者としての豊富な経験と実績、見識から発言

を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、責

任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令

が定める額としております。

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　監査法人東海会計社

②　報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

19,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

　　に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

　　ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

　　ます。

　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積も

　　りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査

　　人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の決議を経たうえで会計監査人の解任又

は不再任を株主総会の付議議案とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人監査法人東海会計社は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責

任の限度額は、法令が定める額としております。

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

　　①　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並び

に法令に基づき、担当部署及び責任者を定め、適切に保存及び管理する。

　　②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　　トーシン・リスク管理委員会を設置する。この委員会はリスク管理を統

　　　括する組織として、個々のリスク（経営戦略、業務運営、環境、災害等の

　　　リスク）の責任部署を定めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・

　　　総括的に管理する体制を確保する。

　　③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　取締役及び監査役で構成する取締役会を毎月開催して、重要事項につい

　　　て審議及び決定を行い、必要に応じ適宜開催する。
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④　取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する

ための体制

　次のコンプライアンス体制を構築する。

　イ．当会社及びグループ各社は、取締役、使用人の企業倫理意識の向上、

法令遵守のため「トーシン行動指針」を定め、研修を実施し、実効化

する。

　ロ．当会社及びグループ各社における、法令遵守の観点から、これに反

する行為等を早期に発見し、是正するためグループ従業員を対象とし

た「内部通報制度」として「トーシン・アラーム」を設置する。

ハ．適時適正な情報開示を確保するため、責任部署を定めて財務報告の

正確性と信頼性の確保に取り組むほか、資金の流れや管理の体制を文

書化する。

⑤　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制

　グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定

する。内部監査室による継続的な業務の適正性及び運営状況を実地監査す

る。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する

事項

　監査室を設置して、監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッ

フを配置する。監査役スタッフの人事評価及び任命は監査役会が行い、人

事異動については常勤監査役の同意を得る。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関

する体制

　イ．会社及びグループ各社の業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすお

それがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。

　ロ．会社及びグループ各社の役職員が法令又は定款に違反する行為をし、

又は、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。

　ハ．監査役（会）から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役

及び使用人は、速やかに当該事項につき報告を行う。
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⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ．代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、監査役と緊

密な連携を保ち、監査役に対し内部監査結果の報告を行う。

　ロ．代表取締役社長及び取締役との定期的会合を開催し情報交換を行う。

　ハ．取締役は、監査役による重要な会議への出席及び重要文書の閲覧､ 

子会社の実地監査等の監査活動に積極的に協力する。

　　⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　取締役及び使用人が遵守すべき行動指針において、企業倫理を十分に認

識し、社会人としての良識と責任をもって、業務を誠実かつ公正に遂行す

ることを表明しており、反社会的勢力や団体との関係は一切遮断し、不当

要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

    当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づ

　いて、体制の整備とその適切な運用に努めております。

　①　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並び

に法令に基づき、管理部総務人事課を主管部署とし、取締役管理部部長を

責任者として適切に保管管理しております。

　②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

        代表取締役社長を議長として、トーシン・リスク管理委員会を年６回開

　　　催し、緊急事態による発生被害の未然防止及び緊急時に迅速な対策を決定

　　　できる体制を構築しております。

　③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　取締役会は、月１回の定時取締役会及び臨時取締役会を含め年13回開催

　　　し、法令及び定款等に定められた事項や重要事項等について法令及び定款

　　　等への適合性並びに業務の適正性の観点から審議を行い、迅速的に意思決

　　　定を行っております。

④　取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する

ための体制

　　　　「トーシン行動指針」に基づき取締役、使用人の企業倫理意識の向上、

　　法令遵守のため社内研修を実施し、「内部通報制度」である「トーシン・

　　アラーム」により内部通報内容の概要が代表取締役社長及び各取締役に報

　　告されております。
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⑤　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制

　　　　当社グループにおいて内部監査室による定期的な監査を実施しており、

　　　適時重要事項の報告を求め、重要性の高い項目については当社取締役会へ

　　　の報告を行い子会社を含めた業務実態把握を行っております。

⑥　取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関

する体制

　　　取締役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事態を発見した場合は、報告を受けた部門及び内部監査室が速やかに監

査役に報告する体制をとっております。

　⑦　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　　監査役は、内部監査室及び会計監査人と連携し、効率的に監査を実施す

るとともに、年２回会計監査人との意見交換会を行い、監査内容の充実を

図っております。

　　⑧　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　　　管理本部総務人事課において新規取引先と取引を行う際は業務フローを

基にチェックを行い、反社会的勢力であるか否かの調査を行っております。

また、反社会的勢力による不当要求の徹底的な排除のため、リスク管理委

員会が主体となって警察への通報、顧問弁護士への相談を実施するなど、

外部専門機関との連携を行っております。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社の利益配分につきましては、経営の重要政策の一つと認識しており、

将来にわたる安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内

部留保金を確保しつつ、株主の皆様に安定的に利益還元を行うことを基本方

針としております。

　この方針のもと、当事業年度の期末配当金につきましては、業績及び今後

の経営環境や業績見通しなどを総合的に勘案いたしまして、１株当たり10円

の配当とさせていただきました。年間では、すでに実施済みの中間配当金１

株当たり10円とあわせまして、年間配当金は１株当たり20円となります。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年４月30日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

繰 延 資 産

6,227,494

3,481,809

2,024,316

489,438

18,362

213,567

15,570,205

14,920,040

6,228,644

8,501,887

93,540

26,827

69,140

150,547

499,616

54,525

58,535

186,294

89,248

111,013

8,180

流 動 負 債 7,490,718

買 掛 金 2,110,471

短 期 借 入 金 4,050,000

1年内返済予定の長期借入金 706,805

未 払 金 166,328

リ ー ス 債 務 71,159

未 払 法 人 税 等 49,727

賞 与 引 当 金 35,626

資 産 除 去 債 務 1,752

そ の 他 298,849

固 定 負 債 10,815,604

社 債 700,000

長 期 借 入 金 9,057,921

リ ー ス 債 務 106,703

退 職 給 付 に 係 る 負 債 28,541

繰 延 税 金 負 債 471,280

資 産 除 去 債 務 21,489

デ リ バ テ ィ ブ 債 務 67,100

そ の 他 362,567

負 債 合 計 18,306,322

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,436,772

資 本 金 724,752

資 本 剰 余 金 863,270

利 益 剰 余 金 1,897,135

自 己 株 式 △48,385

その他の包括利益累計額 17,474

その他有価証券評価差額金 17,474

新 株 予 約 権 36,985

非 支 配 株 主 持 分 8,325

純 資 産 合 計 3,499,557

資 産 合 計 21,805,880 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,805,880
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2019年５月１日から
2020年４月30日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 21,325,991

売 上 原 価 17,929,208

売 上 総 利 益 3,396,782

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,128,318

営 業 利 益 268,464

営 業 外 収 益 43,239

受 取 利 息 331

受 取 配 当 金 1,079

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 3,577

受 取 保 険 金 4,562

敷 金 償 却 収 入 10,233

そ の 他 23,455

営 業 外 費 用 110,244

支 払 利 息 97,443

支 払 手 数 料 11

そ の 他 12,788

経 常 利 益 201,459

特 別 利 益 88,841

固 定 資 産 売 却 益 44,104

新 株 予 約 権 戻 入 益 41,589

受 取 保 険 金 3,147

特 別 損 失 15,388

固 定 資 産 除 却 損 15,388

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 274,912

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 64,027

法 人 税 等 調 整 額 19,174

法 人 税 等 合 計 83,202

当 期 純 利 益 191,710

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,338

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 187,372
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連結株主資本等変動計算書

（ 2019年５月１日から
2020年４月30日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 724,752 863,270 1,838,012 △48,159 3,377,875

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △128,239 △128,239

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

187,372 187,372

自 己 株 式 の 処 分 △9 62 52

自 己 株 式 の 取 得 △288 △288

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 59,123 △225 58,897

当 期 末 残 高 724,752 863,270 1,897,135 △48,385 3,436,772

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権
非支配株主持
分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 17,673 17,673 78,574 3,987 3,478,110

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △128,239

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

187,372

自 己 株 式 の 処 分 52

自 己 株 式 の 取 得 △288

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

△199 △199 △41,589 4,338 △37,450

当 期 変 動 額 合 計 △199 △199 △41,589 4,338 21,446

当 期 末 残 高 17,474 17,474 36,985 8,325 3,499,557
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　４社

・連結子会社の名称　トーシンリゾート株式会社

　　　　　　　　　　トーシンコーポレーション株式会社

　　　　　　　　　　株式会社トーシンモバイル

　　　　　　　　　　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

・連結範囲の変更　　当社連結子会社（トーシンリゾート株式会社）が株式会社伊良湖シ

ーサイドゴルフ倶楽部の発行済株式の100％を取得したため、連結の

範囲に含めております。

(2) 持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない関連会社（株式会社プラチナム）は、当期純利益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

　　　　　　　会社名　　　　　　　　　　　　　決算日

　　トーシンコーポレーション株式会社　　　　10月31日　※

　　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　　10月31日　※

　　※連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法

により算定）

・時価のないもの　　　　　　　総平均法による原価法

ロ．デリバティブ　　　　　　　　時価法

ハ．たな卸資産

・商品

　移動体通信機器　　　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

による方法）

　その他の商品　　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げによる方法）
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・貯蔵品　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げによる方法）

　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ハ．リース資産　　　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資

産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一の方法を採用しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

ニ．長期前払費用　　　　　　　　毎期均等償却をしております。

③　繰延資産の処理方法

　社債発行費について、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

④　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負

担すべき支給見込額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金　　　　　　　役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上しております。

　　⑤　退職給付に係る会計処理方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお､ 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて

は、特例処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段…金利スワップ
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ヘッジ対象…借入金利

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等

を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　　一部の金利スワップについては、特例処理によってい

るため、有効性の評価を省略しております。

⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は、

当連結会計年度の費用として処理しております。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

定期預金 220,000千円

建物 4,082,392千円

土地 6,888,544千円

計 11,190,937千円

　上記の物件は、短期借入金1,186,684千円、１年内返済予定の長期借入金438,764千円、長

期借入金8,330,330千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,258,344千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,481,200株 -株 -株 6,481,200株

　(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 69,121株 510株 90株 69,541株

(注)１．自己株式の株式数の増加510株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　２．自己株式の株式数の減少90株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．2019年６月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 64,120千円
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・１株当たり配当額 10円

・基準日 2019年４月30日

・効力発生日 2019年７月11日

ロ．2019年12月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 64,118千円

・１株当たり配当額 10円

・基準日 2019年10月31日

・効力発生日 2020年１月10日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

　2020年６月８日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 64,116千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 10円

・基準日 2020年４月30日

・効力発生日 2020年７月15日

(4) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

　　普通株式　　601,700株

４．金融商品に関する注記

 （1）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用して

おります。また、資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入により調達してお

ります。デリバティブは借入金の変動金利リスクを回避するために利用し、投機的な取引

は行いません。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関

して、当社は期日及び残高を管理しており、信用状況を把握する体制をとっております。

　投資有価証券は、主に株式であり、定期的に時価の変動を把握しております。

　長期貸付金は、主に土地所有者への建物建設に伴う資金として、敷金保証金は出店に伴

うものであり、店舗建物所有者のリスクに晒されております。

　買掛金及び未払金については、ほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借入金、

社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金

であります。

　デリバティブは借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金

利スワップ取引であります。なお、デリバティブは社内ルールに従い、資金担当部門が決

裁担当者の承認を得て行っております。
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③　金融商品に係るリスク管理体制

　イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング

し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても同様の管理を行っておりま

す。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用してお

ります。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して

保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担

当者の承認を得て行っております。また、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと

もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社につい

ても同様の管理を行っております。

ニ．信用リスクの集中

　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち40.2％が特定の大口顧客に対

するものであります。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

また、「（2）金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額

等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありま

せん。
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 （2）金融商品の時価等に関する事項

　　　2020年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
まれておりません。（(注)２.参照）

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 3,481,809 3,481,809 －

(2）売掛金 2,024,316 2,024,316 －

(3）投資有価証券

その他有価証券 54,525 54,525 －

(4）長期貸付金 58,535 58,221 △314

(5）敷金保証金 18,812 18,747 △64

資産計 5,637,999 5,637,620 △379

(1）買掛金 2,110,471 2,110,471 －

(2）短期借入金 4,050,000 4,050,000 －

(3）未払金 166,328 166,328 －

(4）未払法人税等 49,727 49,727 －

(5）社債

①１年内償還予定の
　社債

－

 ②社債 700,000

社債　計 700,000 693,222 △6,777

(6）長期借入金

①１年内返済予定の
　長期借入金

706,805

②長期借入金 9,057,921

長期借入金　計 9,764,726 9,701,826 △62,899

(7）リース債務

①リース債務（流動負債） 71,159

②リース債務（固定負債） 106,703

リース債務　計 177,862 173,315 △4,547

負債計 17,019,115 16,944,891 △74,224

デリバティブ取引（※） (67,100) (67,100) －

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については、（ ）で示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

（3）投資有価証券

　投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

（4）長期貸付金、（5）敷金保証金

　これらについては、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対

応する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。なお、敷金保証

金については、(注)２.に記載のとおり、時価を把握することが極めて困難であるた

め、時価が確定できる敷金保証金についてのみ取得原価及び時価を記載しております。

負　債

（1）買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、（4）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

（5）社債

　社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いて算定しております。

（6）長期借入金

　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当

社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似してい

るため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を

同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

　なお、金利スワップの特例処理の対象となっている長期借入金については、当該ス

ワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定しております。

（7）リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定しております。
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デリバティブ

　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ご

との連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評

価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

 金利関連

区分 取引の種類

　当連結会計年度（2020年４月30日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

　変動受取・固定支払 578,476 550,432 △67,100 3,577

合計 578,476 550,432 △67,100 3,577

　　※時価の算定方法

　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（注）２．時価を把握することが困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）敷金保証金 167,482

(2）受入敷金保証金 297,426

　これらについては、市場価格がなく、入居から退去までの預託期間を算定することが困難であ

ることから、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極め

て困難であるため、時価の対象としておりません。
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５．賃貸等不動産に関する注記

 （1）賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、愛知県において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸ビル及び賃貸マンショ

ンを有しております。2020年４月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は208,313

千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。

 （2）賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の
時価当連結会計

年度期首残高
当連結会計
年度増減額

当連結会計
年度末残高

8,339,638千円 1,822,472千円 10,162,110千円 13,433,485千円

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　　　２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は名古屋市中区錦に建設していたマンショ

ンの竣工による建物等2,180,182千円であります。

　　　３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額であります。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 538円74銭

(2) １株当たり当期純利益 29円22銭

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

８．資産除去債務関係に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要

移動体通信関連事業等の店舗における原状回復義務であります。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用可能見込期間を耐用年数とし、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の

変動利回りを使用して資産除去債務の金額を算定しております。

（3）当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

   期首残高 25,918千円

   有形固定資産の取得に伴う増加額 4,883千円

   時の経過による調整額 39千円

   資産除去債務の履行による減少額 7,600千円

   期末残高 23,241千円
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９．企業結合に関する注記

取得による企業結合

　（１）.企業結合の概要

　　①被取得企業の名称及びその事業の内容

　　　　　被取得企業の名称　　　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

　　　　　事業の内容　　　　　　ゴルフ場の運営

　　②企業結合を行った理由

　　　　　リゾート事業の拡大のため。

　　③企業結合日

　　　　　2019年８月１日

　　④企業結合の法的形式

　　　　　現金を対価とする株式取得

　　⑤結合後企業の名称

　　　　　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

　　⑥取得した議決権比率

　　　　　企業結合日前に所有していた議決権比率　　　　0.0％

　　　　　企業結合日に追加取得した議決権比率　　　　100.0％

　　　　　取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　　100.0％

　　⑦所得企業を決定するに至った主な根拠

　当社子会社（トーシンリゾート株式会社）が株式会社伊良湖シーサイドゴルフ

倶楽部の議決権の過半数を所有し同社を支配するに至ったためであります。

　（２）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

　2019年８月１日から2020年４月30日となります。

　（３）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　　 取得の対価　　　　現金　　　　10,000千円

　　　 取得原価　　　　　　　　　　　10,000千円

　（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　 　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2020年４月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

機 械 及 び 装 置

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 保 証 金

会 員 権

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

3,567,919

2,967,943

30,005

31,289

74

32,962

504,786

858

10,850,120

8,496,069

4,053,512

142,450

0

1,188

3,963

4,235,743

35,683

23,527

113,829

111,500

0

2,329

2,240,221

54,525

120,630

10

58,535

1,706,008

53,129

102,375

43,475

91,655

9,876

8,180

8,180

流 動 負 債 5,099,149

買 掛 金 795

短 期 借 入 金 4,000,000

１年内返済予定の長期借入金 411,352

リ ー ス 債 務 18,092

未 払 金 585,052

未 払 法 人 税 等 24,699

預 り 金 9,226

前 受 金 30,632

賞 与 引 当 金 12,000

資 産 除 去 債 務 1,752

そ の 他 5,545

固 定 負 債 6,883,625

社 債 700,000

長 期 借 入 金 5,778,893

リ ー ス 債 務 20,492

資 産 除 去 債 務 18,568

退 職 給 付 引 当 金 5,386

受 入 敷 金 保 証 金 293,185

デ リ バ テ ィ ブ 債 務 67,100

負 債 合 計 11,982,775

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,388,985

資 本 金 724,752

資 本 剰 余 金 863,270

資 本 準 備 金 863,270

利 益 剰 余 金 849,347

利 益 準 備 金 54,942

別 途 積 立 金 195,000

繰 越 利 益 剰 余 金 599,405

自 己 株 式 △48,385

評 価 ・ 換 算 差 額 等 17,474

その他有価証券評価差額金 17,474

新 株 予 約 権 36,985

純 資 産 合 計 2,443,444

資 産 合 計 14,426,220 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,426,220
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損　益　計　算　書

（ 2019年５月１日から
2020年４月30日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,058,637

売 上 原 価 29,352

売 上 総 利 益 1,029,284

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 929,212

営 業 利 益 100,072

営 業 外 収 益 55,999

受 取 利 息 32,884

受 取 配 当 金 1,079

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 3.577

そ の 他 18,458

営 業 外 費 用 88,294

支 払 利 息 70,727

社 債 利 息 4,869

そ の 他 12,698

経 常 利 益 67,777

特 別 利 益 85,693

新 株 予 約 権 戻 入 益 41,589

固 定 資 産 売 却 益 44,104

特 別 損 失 15,388

固 定 資 産 売 却 損 15,388

税 引 前 当 期 純 利 益 138,083

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,128

法 人 税 等 調 整 額 18,617

法 人 税 等 合 計 34,746

当 期 純 利 益 103,337
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株主資本等変動計算書

（ 2019年５月１日から
2020年４月30日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資 本 剰 余 金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計特別償却準

備 金
別 途
積 立 金

繰越利益剰
余 金

当 期 首 残 高 724,752 863,270 863,270 54,942 898 195,000 623,419 874,259

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行

特別償却準備金
の 取 崩

△898 898 －

剰 余 金 の 配 当 △128,239 △128,239

当 期 純 利 益 103,337 103,337

　  自 己 株 式 の 処 分 △9 △9

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △898 － △24,013 △24,911

当 期 末 残 高 724,752 863,270 863,270 54,942 － 195,000 599,405 849,347

株主資本 評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △48,159 2,414,122 17,673 17,673 78,574 2,510,371

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行

特別償却準備金
の 取 崩

－ －

　 剰 余 金 の 配 当 △128,239 △128,239

　 当 期 純 利 益 103,337 103,337

自 己 株 式 の 処 分 62 52 52

自 己 株 式 の 取 得 △288 △288 △288

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

△199 △199 △41,589 △41,788

当 期 変 動 額 合 計 △225 △25,137 △199 △199 △41,589 △66,926

当 期 末 残 高 △48,385 2,388,985 17,474 17,474 36,985 2,443,444
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　　　　　　　　総平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

・時価のないもの　　　　　　　　総平均法による原価法

③　デリバティブ　　　　　　　　　時価法

④　たな卸資産

・商品

　移動体通信機器　　　　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

による方法）

　その他の商品　　　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げによる方法）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げによる方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法）によっております。

②　無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。償却年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

③　リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

④　長期前払費用　　　　　　　　　毎期均等償却をしております。

(3) 繰延資産の処理方法

　社債発行費について、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。
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②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担す

べき支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額（期末自己都合退職金要支給

額の100％を計上する簡便法）に基づき計上しておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお､ 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて

は、特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等

を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　一部の金利スワップについては、特例処理によってい

るため、有効性の評価を省略しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

　　消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は、

当事業年度の費用として処理しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

定期預金 25,000千円

建物 2,901,501千円

土地 3,487,758千円

計 6,414,260千円

　上記の他、関係会社の借入金に対して定期預金（220,000千円）を担保に供しておりま

す。

　上記の物件は、短期借入金1,186,684千円、１年内返済予定の長期借入金197,596千円、

長期借入金5,258,802千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,064,564千円

(3) 債務保証

関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

トーシンリゾート株式会社

トーシンコーポレーション株式会社

株式会社トーシンモバイル

1,246,399千円

1,759,680千円

11,517千円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 364,365千円

②　短期金銭債務 557,710千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　売上高 632,404千円

②　その他の営業取引高 -千円

③　営業取引以外の取引高 32,557千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 69,121株 510株 90株 69,541株

(注)１．自己株式の株式数の増加510株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　２．自己株式の株式数の減少90株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

　　　賞与引当金 3,672千円

　　　販売用不動産評価損 25,760千円

　　　ゴルフ会員権評価損 10,156千円

　　　資産除去債務 6,218千円

　　　退職給付引当金繰入超過額 1,648千円

　　　減価償却超過額 26,792千円

　　　繰越欠損金 64,591千円

　　　投資有価証券評価損 472千円

　　　その他 3,616千円

　　　繰延税金資産小計 142,922千円

　　　評価性引当額 42,134千円

　　繰延税金資産合計 100,787千円

　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 7,704千円

　　　その他 1,427千円

　　繰延税金負債合計 9,132千円

　　繰延税金資産の純額 91,655千円

６．関連当事者との取引に関する注記

（１）連結財務諸表提出会社の連結子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称
議決権等の所有
(被 所 有 )割 合

(％)
関係内容 取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
(千円)

子会社

ト ー シ ン

リ ゾ ー ト

株 式 会 社

100.0

資 金 の 貸 付

経 営 管 理

商 品 販 売

役 員 の 兼 任

資 金 の 貸 付

資 金 の 返 済

受取利息

（注）１

経営指導

料の受取

（注）２

商 品 販 売

債務保証

（注）３

110,000

110,000

19,238

85,309

5,570

1,246,399

関 係 会 社

長期貸付金

未 収 入 金

795,000

63,615
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属 性 会社等の名称
議決権等の所有
(被 所 有 )割 合

(％)
関係内容 取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
(千円)

子会社

ト ー シ ン

コーポレーション

株 式 会 社

90.0

資 金 の 貸 付

役 員 の 兼 任

資 金 の 返 済

受取利息

（注）１

債務保証

（注）３

7,000

2,500

1,759,680

関 係 会 社

長期貸付金

196,770

子会社
株 式 会 社

トーシンモバイル
100.0

資 金 の 貸 付

経 営 管 理

役 員 の 兼 任

資 金 の 返 済

受取利息

（注）１

経営指導

料の受取

（注）２

債務保証

（注）３

債務被保

証

（注）４

2,000

10,818

529,525

11,517

341,669

関 係 会 社

長期貸付金

未 収 入 金

714,238

243,349

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており

　　ます。

２．経営指導料については、役務提供に対する費用等を勘案して合理的に価格を決定して

　　おります。

　　　３．金融機関からの借入等に対して保証したものであります。なお、保証料は受取ってお

りません。

　　　４．金融機関からの借入等に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行

っておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 375円33銭

(2) １株当たり当期純利益 16円12銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年６月30日

株式会社トーシンホールディングス
取締役会　御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市

代 表 社 員
業務執行社員

公 認 会 計 士 塚 本 　 憲 司 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公 認 会 計 士 後 藤 　 久 貴 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トーシンホールディング

スの2019年５月１日から2020年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社トーシンホールディングス及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
　以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年６月30日

株式会社トーシンホールディングス
取締役会　御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 塚 本 　 憲 司 ㊞
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 後 藤 　 久 貴 ㊞
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トーシンホールデ
ィングスの2019年５月１日から2020年４月30日までの第34期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年５月１日から2020年４月30日までの第34期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎

通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方

法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査

役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の

適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項

及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役

及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。

　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

　　　2020年７月６日

　　　　　　　　株式会社トーシンホールディングス　監査役会
監 査 役
（ 常 勤 ） 小 林 修 一 

社 外 監 査 役 鈴 木 真 司 

社 外 監 査 役 加 藤 悦 生 

以　上
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株主総会参考書類

　　第１号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

いし

石
だ

田
のぶ

信
ふみ

文

(1960年１月３日)

1980年５月　個人経営の石田工業を創業
1986年７月　有限会社石田興業設立、取締役就任
1988年４月　当社設立、代表取締役社長就任

現在に至る
<重要な兼職の状況>
トーシンリゾート株式会社 代表取締役会長
ト ー シ ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 ト ー シ ン モ バ イ ル  代 表 取 締 役 社 長
株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 代表取締役会長

株

382,000

２

いし

石
 

　
だ

田
 

　
 

ゆ
 

か
 

り

(1962年４月25日)

1986年７月　有限会社石田興業設立、取締役就任
1988年４月　当社設立、取締役就任
2009年７月　当社常務取締役就任
2012年７月　当社取締役就任

現在に至る
<当社における地位及び担当>
　取締役管理部部長

274,200

３

なか

中
ね

根
しゅう

秀
へい

平

(1976年９月６日)

2000年３月　当社入社
2006年５月　当社執行役員就任
2009年７月　当社取締役就任

現在に至る
<当社における地位及び担当>
　取締役営業部統括部長兼営業企画部部長
<重要な兼職の状況>
　トーシンリゾート株式会社　取締役社長
　トーシンコーポレーション株式会社　取締役
　株式会社トーシンモバイル　取締役
　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　取締役社長

39,040

４

あさひ

旭　　　
も

萌
も

々
こ

子
(戸籍上氏名 田中萌々子)

(1982年６月16日)

2005年４月　当社入社
2013年11月　当社社長室長就任
2014年７月　当社取締役就任

             現在に至る
<当社における地位及び担当>
　取締役社長室長兼管理部部長（総務人事担当）
<重要な兼職の状況>
　トーシンリゾート株式会社　取締役
　株式会社トーシンモバイル　取締役
　トーシンコーポレーション株式会社　監査役

8,200
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

５
 
ゆ

由
い

比
とう

藤
 

　
かず

一
 

　
ま

真

(1990年５月９日)

2013年４月　当社入社

2018年８月　当社管理本部経理財務課次長就任

2019年７月　当社取締役就任

            現在に至る

<当社における地位及び担当>

　取締役管理部部長（経理財務担当）

<重要な兼職の状況>

　トーシンリゾート株式会社　監査役

　トーシンコーポレーション株式会社　取締役

　株式会社トーシンモバイル　監査役

　株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部　監査役

株

－

６

あ

阿
そ

曽
かつ

克
ひこ

彦

(1944年８月８日)

1969年７月　日本国有鉄道入社

1987年４月　東海旅客鉄道株式会社入社

1988年４月　ジェイアール東海バス株式会社

　　　　　　取締役

1991年４月　同社　常務取締役

1992年４月　株式会社東海デジタルホン　常務

取締役

1999年８月　株式会社ジェイフォン東海　常務

取締役

2001年７月　中部国際空港株式会社　取締役

2007年７月　名古屋ステーション開発株式会社

　代表取締役社長

2012年７月　ジェイアールセントラルビル株式

会社　常勤監査役

2013年６月　同社常勤監査役退任

2014年７月　当社社外取締役就任

　　　　　　 現在に至る

－

（注）1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.阿曽克彦氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程

第436条の2に規定する独立役員として届け出ております。

3.阿曽克彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の経営者としての豊富な経験等に基

づく社外取締役として、当社経営に対し有益なご意見や率直なご指摘をいただき、当社

経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待しているためです。

4.阿曽克彦氏の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年となり

ます。

5.社外取締役候補者である阿曽克彦氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。なお、当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額と

いたします。同氏が選任された場合、当社との間で上記と同じ責任限定契約を継続する

予定であります。
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　　第２号議案　監査役２名選任の件

　監査役小林修一氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
監査体制強化のため１名増員し、監査役２名の選任をお願いするものであ
ります。
  なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

こ

小
ばやし

林
しゅう

修
いち

一

(1950年11月1日)

1969年４月　株式会社鵜飼組（現株式会社ウカ

イ）入社

2011年１月　コバヤシアーキテック設立、代表

2012年２月　当社入社

　　　　　　仮監査役（常勤）就任

2012年７月　監査役（常勤）就任

　　　　　　 現在に至る

<重要な兼職の状況>

　コバヤシアーキテック　代表

　トーシンリゾート株式会社　監査役

株

－

２

ふか

深
や

谷
たか

隆
お

雄

(1954年9月28日)

新任

1985年９月　深谷隆雄税理士事務所開設

2009年３月　同所を閉所

2009年４月　森公利行政書士・税理士事務所に

入所

2012年７月　同所を退所

2012年８月　深谷隆雄税理士事務所開設

 2016年３月　同所を閉所

2016年４月　安井尚郎社会保険労務士・税理士

事務所入所

2019年３月　同所を退所

2019年３月　浅野高嗣税理士事務所入所

　　　　　　 税務会計事業部　部長

　　　　　　 現在に至る

-

(注)　1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　2.各候補者は、社外監査役候補者であります。

　　　3.小林修一氏を監査役候補者とした理由は、同氏の経営者としての豊富な経験等に基づき

　　　　職務を適切に遂行できると判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

　　　4.深谷隆雄氏を監査役候補者とした理由は、同氏の長年にわたる税務業務の経験等に基づ

　　　　き職務を適切に遂行できると判断し、監査役としての選任をお願いするものです。

　　　5.小林修一氏及び深谷隆雄氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に

　　　　基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であ

　　　　ります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定

　　　　する最低責任限度額といたします。

　　　6.小林修一氏は現在、当社の監査役でありますが、監査役としての在任期間は本総会終結

　　　　の時をもって８年となります。

以  上
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株主総会会場ご案内図

会場　名古屋市中区錦三丁目23番３号

　　　名古屋国際ホテル　紅梅の間

　　　（052）961－3111

交通のご案内

■地下鉄「栄駅」８番出入口より徒歩２分

■ＪＲ・名鉄・地下鉄「名古屋駅」より車で約７分


